
証券コード 4999
平成26年６月３日

株 主 各 位
東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

セ メ ダ イ ン 株 式 会 社
代表取締役社長 荒 井 進

第80回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第80回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますの
で、後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、平成26年６月18日（水曜日）当社営業時間の終了の時（午後
５時20分）までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年６月19日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区大崎一丁目11番１号 ゲートシティホール

（ゲートシティ大崎ウエストタワー地下１階）

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第80期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで) 事業報告、

連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

2. 第80期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで) 計算書類報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。

◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト (http://www.cemedine.co.jp/）におい
て、修正内容を掲載させていただきます。
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(添付書類)

事 業 報 告

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

　当期におけるわが国経済は、政府の経済対策による円安・株高を背景に企業収

益や個人消費に改善がみられるなど、景気は緩やかに回復いたしました。しかし

ながら、先行きにつきましては、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動減

が見込まれるなど、不透明な状況が続くものと思われます。

　当社グループ関連業界は、建築土木関連では、消費税率引き上げ前の駆け込み

需要もあり住宅建設が増加したほか、公共投資も底堅く推移いたしました。また、

工業関連では、円高が是正されたことなどから輸出企業を中心に生産は緩やかに

増加いたしました。一方、一般消費者関連では、個人消費に改善がみられるもの

の市場競争が激化し、厳しい価格水準が続いております。原材料価格につきまし

ては、円安・原油高に伴うナフサ価格の上昇により、当面高値水準が続くものと

予想されます。

　このような環境のもと当社グループは、環境対策品の開発、高機能製品の拡販

に努めるとともに、持分法適用関連会社であったCEMEDINE(THAILAND) CO.,LTD.の

連結子会社化や自動車向け接着剤・シーリング材の製造子会社である思美定(寧

波)汽車新材料有限公司（中華人民共和国浙江省）を設立するなど海外展開への取

り組みを行ったほか、コスト体質の一層の改善を図るための全社横断的な取り組

みを継続してまいりました。

これらの結果、当期の売上高は25,771百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益

は980百万円(前年同期比3.7％増)、経常利益は994百万円(前年同期比1.3％減)と

なりました。当期純利益につきましては、CEMEDINE(THAILAND) CO.,LTD.の連結子

会社化に伴う特別利益150百万円を計上したほか、前期に、厚生年金基金解散に伴

い発生する損失に備えるために470百万円を特別損失として引当計上したことなど

から、前年同期比194.8％増加の775百万円となりました。

　 以下、当期における市場別販売状況をご報告申しあげます。
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建築土木関連市場におきましては、住宅建設の増加の影響を受けセメダインＰ

ＯＳシールなどのシーリング材やセメダインタイルエースなどの内外装工事用接

着剤の売上が増加したことから、売上高は前年同期比11.2％増加の12,684百万円

となりました。

　工業関連市場におきましては、放熱性接着剤や導電性接着剤などの高機能弾性

接着剤の売上は堅調に推移いたしましたが、平成25年国内自動車生産台数が減少

したことなどにより自動車向け接着剤・シーリング材の売上が減少いたしました。

しかしながら、CEMEDINE(THAILAND) CO.,LTD.の連結子会社化により同社売上高が

加算されたことから、売上高は前年同期比8.0％増加の8,926百万円となりました。

　一般消費者関連市場におきましては、シーリング材を中心に価格競争が激しく

苦戦を強いられておりましたが、ポリエチレンやポリプロピレンも固定できる

「セメダインスーパーＸハイパーワイド」の発売や創業90周年キャンペーンなどの

積極的な営業活動により、売上高は前年同期比2.4％増加の4,161百万円となりま

した。

　

　(2) 対処すべき課題

　今後の経済情勢につきましては、政府による経済対策や日銀による金融緩和に

より緩やかに景気回復しておりますが、原材料・副資材価格の上昇、国際的な環

境・安全面の規制強化による使用原材料の制約や変更など、当社グループを取り

巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと推測されます。

　このような状況の中、当社グループは、持続的成長の実現を目指して、グロー

バル展開とコスト体質の一層の改善に取り組んでまいります。

グローバル展開につきましては、近時設立した子会社を早期に軌道に乗せるべ

く推進しており、グループ各社の連携を一層強化し海外市場の販売比率をより高

め、収益の拡大を図ってまいります。

また、コスト体質の一層の改善につきましては、「全社コスト改善プロジェクト

チーム」を中心に生産性の向上、購買力の強化に向けて具体的な取り組みを始め

ており、導入を決定した次世代ＥＲＰと合わせて全社横断的な業務の効率化を目

指してまいります。
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当社は平成25年11月に創業90周年を迎えました。これを契機に「人を大切にし、

より良い製品をより多くの人々に提供することにより社会に貢献する」という企

業理念をグループとして再確認し、創業100年に向けてチャレンジ精神を持って前

へ進んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご協力を賜ります

ようお願い申しあげます。

　

　(3) 設備投資等および資金調達の状況

　当期における企業集団の設備投資の状況につきましては、総額1,404百万円で、

その主なものは、当社の賃貸用マンションおよびCEMEDINE PHIRIPPINES CORP.の

新工場建設であります。

　 なお、所要資金は自己資金によっております。

　

　(4) 財産および損益の状況の推移

区 分
第77期

（自 平成22年４月
至 平成23年３月）

第78期

（自 平成23年４月
至 平成24年３月）

第79期

（自 平成24年４月
至 平成25年３月）

第80期(当期)

（自 平成25年４月
至 平成26年３月）

売 上 高 (百万円) 20,361 21,416 23,730 25,771

経 常 利 益 (百万円) 959 727 1,007 994

当期純 利 益 (百万円) 485 588 263 775

１株当たり当期純利益 (円) 33.18 40.31 17.98 52.89

総 資 産 (百万円) 17,195 18,115 18,645 20,958

純 資 産 (百万円) 8,595 9,040 9,350 10,382
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　(5) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 親会社の状況

　 該当事項はありません。

　 ② 子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

セメダインオートモーティブ
株 式 会 社

400百万円 100.0％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

セメダインケミカル株式会社 40百万円 100.0％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

セ メ ダ イ ン 販 売 株 式 会 社 10百万円 100.0％ 接 着 剤 の 販 売

セ メ ダ イ ン 化 工 株 式 会 社 10百万円 100.0％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

台湾施敏打硬股份有限公司 12,500千台湾ドル 60.0％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

思美定（上海）貿易有限公司 140百万円 100.0％ 接 着 剤 の 販 売

ＣＥＭＥＤＩＮＥ ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥＳ ＣＯＲＰ．
20,450

　 千フィリピンペソ
100.0％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

ＣＥＭＥＤＩＮＥ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ
ＮＯＲＴＨ ＡＭＥＲＩＣＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．

1,000千米ドル
100.0％

（100.0％）
接 着 剤 の 製 造 販 売

ＣＥＭＥＤＩＮＥ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ． 10,000千バーツ 50.5％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

思美定(寧波)汽車新材料有限公司 28,000千人民元 57.0％
（57.0％）

接 着 剤 の 製 造 販 売

(注) 1. 平成25年８月16日付で、当社はタイを中心としたアジア市場での需要拡大に対応するため、
関連会社であったCEMEDINE (THAILAND) CO., LTD.の株式を追加取得し、子会社化しまし
た。

2. 平成25年９月16日付で、セメダインオートモーティブ株式会社は中国自動車市場における
需要拡大に対応するため、合弁会社の思美定(寧波)汽車新材料有限公司を設立いたしまし
た。

3. 「当社の出資比率」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

　 ③ 関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

ASIA CEMEDINE CO.,LTD. 30,000千バーツ 44.0％ 接 着 剤 の 製 造 販 売

　

　(6) 主要な事業内容

　 接着剤、シーリング材などの製造および販売
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　(7) 主要な営業所および工場

　 ① 当社の主要な営業所および工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 品 川 区 開 発 部 茨 城 県 古 河 市

大 阪 事 業 所 大 阪 市 中 央 区 茨 城 工 場 茨 城 県 古 河 市

名 古 屋 事 業 所 名 古 屋 市 千 種 区 三 重 工 場 三 重 県 亀 山 市

(注) 上記のほか、札幌、仙台、北関東（茨城県古河市）、広島、福岡に営業所があります。

　 ② 子会社の本社および工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

セ メ ダ イ ン
オートモーティブ
株 式 会 社
（本 社）

東 京 都 品 川 区
台湾施敏打硬股份
有 限 公 司
（本社および工場）

台 湾 新 北 市

セ メ ダ イ ン
オートモーティブ
株 式 会 社
（工 場）

愛 知 県 碧 南 市
思美定（上海）貿易
有 限 公 司
（本 社）

中 華 人 民 共 和 国
上 海 市

セメダインケミカル
株 式 会 社
（本社および工場）

岡 山 県 加 賀 郡
CEMEDINE PHILIPPINES CORP.

（本社および工場）

フ ィ リ ピ ン 共 和 国

カ ビ テ 州

セ メ ダ イ ン 販 売
株 式 会 社
（本 社）

横 浜 市 港 北 区

CEMEDINE AUTOMOTIVE

NORTH AMERICA CO.,LTD.

（本 社）

ア メ リ カ 合 衆 国

ミ シ ガ ン 州

セ メ ダ イ ン 化 工
株 式 会 社
（本社および工場）

茨 城 県 古 河 市
CEMEDINE(THAILAND) CO.,LTD.
（本社および工場）

タイ王国バンコク市

セ メ ダ イ ン 化 工
株 式 会 社
（工 場）

茨 城 県 常 総 市
思美定(寧波)汽車新材料有限公司

（本社および工場）

中 華 人 民 共 和 国

浙 江 省

　 ③ 関連会社の本社および工場

名 称 所 在 地

ASIA CEMEDINE CO.,LTD.
（本社および工場）

タイ王国バンコク市
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　(8) 従業員の状況

従業員数（名) 前連結会計年度末比増減（名)

488 (165) 増91 (増14)

(注) 1. 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（顧問、嘱託、準社員、パートタイマー、派
遣社員）は（ ）内に当期の平均人員を外数で記載しております。

2. 前連結会計年度末に比べ「従業員数」が91名、「臨時雇用者数」が14名それぞれ増加してお
りますが、主としてCEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.が連結子会社となったことによるもので
あります。

　(9) 主要な借入先および借入額

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 200

株 式 会 社 常 陽 銀 行 10

　

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

　(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

　(2) 発行済株式の数 14,662,172株（自己株式504,828株を除く）

　(3) 株主数 1,219名

　(4) 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 カ ネ カ 4,445 30.31

セ メ ダ イ ン 共 栄 会 1,641 11.19

三 菱 商 事 株 式 会 社 1,008 6.87

東 レ ・ ダ ウ コ ー ニ ン グ 株 式 会 社 563 3.83

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 440 3.00

株 式 会 社 り そ な 銀 行 400 2.72

信 越 化 学 工 業 株 式 会 社 400 2.72

日 本 ウ イ リ ン グ 株 式 会 社 310 2.11

株 式 会 社 Ｌ Ｉ Ｘ Ｉ Ｌ 300 2.04

株 式 会 社 丸 運 200 1.36

(注) 持株比率については、自己株式（504,828株）を控除して算出しております。

　(5) その他株式に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

　(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況

① 平成20年９月26日開催の取締役会決議による新株予約権

　 ア 新株予約権の数

　 46個

　 イ 目的となる株式の種類および数

　 普通株式46,000株（新株予約権１個につき1,000株）

　 ウ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価格) 行使期間 個数 保有者数

取締役 第１回（163,000円）
平成20年10月21日～
平成40年10月20日

46個 ５名

② 平成21年７月24日開催の取締役会決議による新株予約権

　 ア 新株予約権の数

　 46個

　 イ 目的となる株式の種類および数

　 普通株式46,000株（新株予約権１個につき1,000株）

　 ウ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価格) 行使期間 個数 保有者数

取締役 第２回（273,000円）
平成21年８月12日～
平成41年８月11日

46個 ５名

③ 平成22年７月９日開催の取締役会決議による新株予約権

　 ア 新株予約権の数

　 46個

　 イ 目的となる株式の種類および数

　 普通株式46,000株（新株予約権１個につき1,000株）

　 ウ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価格) 行使期間 個数 保有者数

取締役 第３回（293,000円）
平成22年７月27日～
平成42年７月26日

46個 ５名
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④ 平成23年６月24日開催の取締役会決議による新株予約権

　 ア 新株予約権の数

　 44個

　 イ 目的となる株式の種類および数

　 普通株式44,000株（新株予約権１個につき1,000株）

　 ウ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価格) 行使期間 個数 保有者数

取締役 第４回（342,000円）
平成23年７月15日～
平成43年７月14日

44個 ５名

⑤ 平成24年６月22日開催の取締役会決議による新株予約権

　 ア 新株予約権の数

　 53個

　 イ 目的となる株式の種類および数

　 普通株式53,000株（新株予約権１個につき1,000株）

　 ウ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価格) 行使期間 個数 保有者数

取締役 第５回（352,000円）
平成24年７月13日～
平成44年７月12日

53個 ７名

⑥ 平成25年６月19日開催の取締役会決議による新株予約権

　 ア 新株予約権の数

　 53個

　 イ 目的となる株式の種類および数

　 普通株式53,000株（新株予約権１個につき1,000株）

　 ウ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計
　

回次（行使価格) 行使期間 個数 保有者数

取締役 第６回（388,000円）
平成25年７月10日～
平成45年７月９日

53個 7名

　

　(2) その他新株予約権等に関する重要な事項

　 該当事項はありません。

― 10 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2014年05月20日 05時12分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40 20131220_01）



4. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当または重要な兼職の状況

※ 取 締 役 会 長 黒 川 靖 生

※ 取 締 役 社 長 荒 井 進

常 務 取 締 役 生 井 照 雄 生産・物流本部長

常 務 取 締 役 松 本 有 祐 管理本部長兼購買部長

常 務 取 締 役 岩 切　 浩 技術本部長

取 締 役 成 塚 隆 男 営業統括本部長

取 締 役 南 靖 英 経営戦略本部長兼情報統括室長

監 査 役 （常勤) 高 津 正 治

監 査 役 小 澤 徹 夫
東京富士法律事務所弁護士
株式会社ローソン社外監査役

監 査 役 細 野 幸 男 株式会社東京衡機社外監査役（常勤）

監 査 役 渡 辺 政 宏
公認会計士

東海カーボン株式会社社外取締役

(注) 1. ※印は代表取締役であります。
2. 平成26年４月１日付で、それぞれ下記のとおりに地位および担当が変更となりました。

地 位 氏 名 担当または重要な兼職の状況

常 務 取 締 役 生 井 照 雄

取 締 役 成 塚 隆 男

3. 監査役のうち小澤徹夫、細野幸男、渡辺政宏の３氏は、社外監査役であり、東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 監査役 渡辺政宏氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程
度の知見を有するものであります。
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　(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

役 員 区 分 員数
報酬等の種類別の総額（百万円） 報酬等の総額

（百万円）固定報酬 変動報酬 ストックオプション

取 締 役 ８名 178 15 20 214

監 査 役

（うち社外監査役）

４名

（３名）

34

（18）
― ―

34

（18）

(注) 上記のほか、使用人兼務取締役（２名）の使用人分給与を27百万円支払っております。

　(3) 取締役および監査役の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬等は、各取締役ごとの担当職務に対する実績を評価して定める報

酬と会社業績に応じて支給する賞与および株主とリスクを共有する観点から導入

された株式報酬型ストックオプションから構成されております。具体的金額は、

代表取締役、人事担当取締役および社外監査役で構成する報酬検討委員会での審

議を経て、決定することとしております。

　なお、監査役（社外監査役含む）の報酬等は、固定報酬のみであります。

　

　(4) 社外役員に関する事項

　 ① 他の法人等の業務執行取締役等との兼職の状況

　 該当事項はありません。

　 ② 他の法人等の社外役員との兼職の状況

社外役員 兼職の状況 他の法人等と当社の関係

小 澤 徹 夫
東京富士法律事務所弁護士

いずれも特別の関係はありません。
株式会社ローソン社外監査役

細 野 幸 男 株式会社東京衡機社外監査役（常勤） 特別の関係はありません。

渡 辺 政 宏
公認会計士

いずれも特別の関係はありません。
東海カーボン株式会社社外取締役
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　 ③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

　 該当事項はありません。

　 ④ 当事業年度における主な活動状況

　監査役 小澤徹夫氏は、当期開催の取締役会２８回のうち２７回に出席し、

また当期開催の監査役会２０回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見

地から意見を述べ、取締役の職務の執行について、その適法性、適正性、妥当

性を確保するための助言・提言等を行っております。

　監査役 細野幸男氏は、当期開催の取締役会２８回のうち２６回に出席し、

また当期開催の監査役会２０回の全てに出席し、主にその経歴によって培われ

た経験から意見を述べ、取締役の職務の執行について、その適法性、適正性、

妥当性を確保するための助言・提言等を行っております。

　監査役 渡辺政宏氏は、当期開催の取締役会２８回のうち２６回に出席し、

また当期開催の監査役会２０回の全てに出席し、主に公認会計士としての専門

的見地から意見を述べ、取締役の職務の執行について、その適法性、適正性、

妥当性を確保するための助言・提言等を行っております。

　 ⑤ 責任限定契約の内容の概要

　当社は社外監査役小澤徹夫氏、細野幸男氏および渡辺政宏氏と会社法第423条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限

度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

　なお、この責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因と

なった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとして

おります。

⑥ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額

　 該当事項はありません。

　(5) その他会社役員に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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5. 会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称

　 東邦監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 ① 当事業年度に係る報酬等の額 25百万円

　 ② 当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　 25百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、金額には金融商品取引法に基づく監査
の報酬等の額を含めて記載しております。

　(3) 非監査業務の内容

　 該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認

められるときは、事実関係を確認の上、会計監査人の解任の是非について審議し、

決定します。解任する場合は、監査役全員の同意によってこれを行い、その旨お

よび理由を解任後最初に招集される株主総会に報告します。

　取締役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的とするときは、監

査役会の同意を得てこれを行います。また、取締役会は、監査役会が会計監査人

の解任又は不再任を株主総会の目的とするよう請求したときは、これを株主総会

の目的とします。これらの場合は、取締役会と監査役会との間でその理由等につ

いて意思疎通を図るとともに、株主総会参考書類にその理由を記載します。
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6. 会社の体制および方針

　(1) 業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容

　当社が、業務の適正を確保するために取締役会にて決議をした内容は次のとお

りであります。

１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体

制

① コンプライアンス（法令等遵守）全体を統括し、推進する組織として、社

長が任命したチーフコンプライアンスオフィサーを委員長とする「コンプラ

イアンス・リスク管理委員会」を設ける。

② 取締役および全ての使用人が法令・定款および社会規範を遵守した行動を

とるための行動規範として「コンプライアンス・リスク管理マニュアル」を

制定し、コンプライアンスの推進に関する施策等を定める。

③ 「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、「セメダイングループ行動規

範」を定め、取締役および全ての使用人に同規範（カードに記載）の常時携

帯を義務づけ、コンプライアンスを自らの問題として業務の遂行にあたるよ

う周知させるとともに、人事総務部が主管部門となって研修等を通じてコン

プライアンスの指導をする。

④ コンプライアンスに関する社内通報制度として、コンプライアンス・リス

ク管理委員会事務局および外部第三者機関を情報受領者とする社内通報シス

テムを整備し、通報者に対して不利益な取扱いをしないことを明確にする。

⑤ 「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、これら活動を定期的に取締役

会および監査役会に報告する。

⑥ コンプライアンスの状況は、監査室が監査する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

　文書規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、保存媒体に応じて適切か

つ確実に、検索性の高い状態で保存・管理する。取締役および監査役は、常時、

これらの文書等を閲覧できるものとする。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 品質、環境、災害、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクにつ

いて、「コンプライアンス・リスク管理委員会」が組織横断的に監視および対

応を行い、会社に重大な影響を与えるリスクが認識されたときは、取締役会

においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める仕組みを構築する。

② これらのリスクを未然に防止し、または適切に管理するために、「コンプラ

イアンス・リスク管理マニュアル」に基づき、規則・ガイドラインの制定、

研修の実施、マニュアルの作成・配付等を行う。

③ 従来以上の「安全、安心を追求する」品質保証体制を構築し、機能させる

ために、技術本部から独立した新たな本部として「品質管理本部」を設置し、

また、セメダイングループ各社の品質保証・品質管理への対応もより強化さ

せ同本部に担わせる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎

として、取締役会を毎月１回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開

催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行う。

② 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取締役および

執行役員が出席する経営会議を原則として毎月２回開催し、別途定める規則

等に基づいて、一定の範囲の重要事項および取締役会の付議に先立つ事前審

議事項に係る意思決定を機動的に行うものとする。

５．当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

① 「コンプライアンス・リスク管理委員会」が当社グループ全体のコンプライ

アンスを統括・推進する。

② 「コンプライアンス・リスク管理マニュアル」「セメダイングループ行動規

範」は、当社グループ共通に適用されるものとし、通報システムの範囲は当

社グループ全体とする。
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６．監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　必要に応じて監査室、人事総務部および管理部が監査役会事務局業務および

監査役の職務の補助を行うこととし、監査役の補助使用人に対する指揮命令に

関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこと

を業務分掌規程に明記し、これを徹底する。

７．取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への

報告に関する体制

　取締役または使用人は、監査役会に対して、当社および当社グループに重大

な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、社内通報システムによる通報状況

およびその内容をすみやかに報告するものとする。監査役が出席する会議、監

査役が閲覧する資料、監査役に定期的および臨時的に報告する事項等について

は、取締役と監査役会との協議により決定する。

８．その他監査役会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

　監査役会は、当社および当社グループ各社の業務および財産の状況の調査そ

の他監査業務の遂行にあたり、効率的な監査を実施するため、監査室等と緊密

な連携を保つものとする。また、監査役会と代表取締役およびその他取締役と

必要に応じて意見交換を行うものとする。

９．財務報告の適正性を確保するための体制

　金融商品取引法に基づき、当社および当社グループ各社の財務報告が法令等

に従って適正に作成されるための体制（財務報告に係る内部統制）の有効性が

確保されるよう、取締役会の監督のもとに内部統制委員会を置き、同委員会が

中心となって同体制の適切な整備・運用を推進する。
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10．反社会的勢力排除に向けた基本方針

① 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対応

し、一切の関係を遮断する。

② 反社会的勢力への対応については「セメダイングループ行動規範」に定め、

取締役および全ての使用人に常時携帯を義務づけ周知する。

③ 不当な要求がなされた場合には、組織で対応を行い、警察・弁護士等外部

機関と連携し対応する。不当要求への対応総括部署は人事総務部（責任者：

人事総務部長）とし、平時より所轄の警察署や関連団体との連携を密にし、

情報収集や協力体制の構築に努める。

　(2) 株式会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する

基本方針については、特に定めておりません。
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　連結貸借対照表
(平成26年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 14,440,526 流 動 負 債

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

厚生年金基金解散損失引当金

そ の 他

固 定 負 債

繰 延 税 金 負 債

退職給付に係る負債

そ の 他

負 債 合 計

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰 余 金

利益剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

新株予 約 権

少数株主持分

9,272,653

6,966,500

510,110

236,210

333,118

470,000

756,713

1,303,464

45,380

865,697

392,386

10,576,118

9,932,992

3,050,375

2,676,947

4,370,152

△164,482

△161,093

54,603

35,306

△251,003

82,661

527,766

現 金 及 び 預 金 3,972,778

受取手形及び売掛金 7,372,263

電 子 記 録 債 権 339,755

商 品 及 び 製 品 1,324,563

仕 掛 品 235,175

原材料及び貯蔵品 670,833

繰 延 税 金 資 産 347,994

そ の 他 181,715

貸 倒 引 当 金 △4,552

固 定 資 産 6,265,557

有 形 固 定 資 産 4,461,597

建 物 及 び 構 築 物 2,515,634

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 613,617

工 具、 器 具 及 び 備 品 139,418

土 地 1,046,905

建 設 仮 勘 定 146,021

無 形 固 定 資 産 652,448

の れ ん 518,562

借 地 権 62,689

ソ フ ト ウ エ ア 52,910

そ の 他 18,286

投 資 そ の 他 の 資 産 1,151,510

投 資 有 価 証 券 679,023

繰 延 税 金 資 産 229,234

そ の 他 249,557

貸 倒 引 当 金 △6,304

繰 延 資 産 252,361

創 立 費 1,944

開 業 費 250,416 純 資 産 合 計 10,382,327

資 産 合 計 20,958,446 負債及び純資産合計 20,958,446
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　連結損益計算書 （自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 25,771,456

売 上 原 価 18,996,585

売 上 総 利 益 6,774,870

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,794,061

営 業 利 益 980,808

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,478

受 取 配 当 金 14,110

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 40,055

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 54,182

そ の 他 52,739 163,566

営 業 外 費 用

支 払 利 息 5,706

支 払 補 償 費 35,851

売 上 割 引 80,930

そ の 他 27,531 150,019

経 常 利 益 994,355

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,783

投 資 有 価 証 券 売 却 益 7,479

段 階 取 得 に 係 る 差 益 150,114 161,377

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 3,983

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,151,749

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 344,178

法 人 税 等 調 整 額 △9,878 334,300

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 817,449

少 数 株 主 利 益 42,220

当 期 純 利 益 775,228
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　連結株主資本等変動計算書 （自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰 余 金 利益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,050,375 2,676,947 3,713,339 △173,675 9,266,986

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △117,186 － △117,186

当 期 純 利 益 － － 775,228 － 775,228

自己株式の取得 － － － △251 △251

自己株式の処分 － △1,230 － 9,445 8,215

自己株式の処分差損の振替 － 1,230 △1,230 － －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 656,812 9,193 666,006

当 期 末 残 高 3,050,375 2,676,947 4,370,152 △164,482 9,932,992
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(単位：千円)

その他の包括利益累計額
新株
予約権

少数
株主
持分

純資産
合計

そ の 他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利益
累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 5,355 △96,963 － △91,608 70,320 105,072 9,350,771

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △117,186

当 期 純 利 益 － － － － － － 775,228

自己株式の取得 － － － － － － △251

自己株式の処分 － － － － － － 8,215

自己株式の処分差損の振替 － － － － － － －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

49,248 132,269 △251,003 △69,485 12,341 422,694 365,550

連結会計年度中の変動額合計 49,248 132,269 △251,003 △69,485 12,341 422,694 1,031,556

当 期 末 残 高 54,603 35,306 △251,003 △161,093 82,661 527,766 10,382,327
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連結注記表

Ⅰ. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　

Ⅱ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　1. 連結の範囲に関する事項

　 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

　 連結子会社は、10社であります。

　 主要な連結子会社の名称は、セメダインオートモーティブ株式会社であります。

このうち、持分法適用関連会社でありましたCEMEDINE(THAILAND) CO.,LTD.は、株式の追加取

得に伴い、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。また、新たに設立いたしました

思美定(寧波)汽車新材料有限公司を連結の範囲に含めております。

　2. 持分法の適用に関する事項

　 (1) 持分法を適用した関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称

　 持分法を適用した関連会社は、１社であります。

　 持分法を適用した関連会社の名称は、ASIA CEMEDINE CO.,LTD.であります。

　 (2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

決算日が連結決算日と異なる会社について、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用してお

ります。

　3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

　 会社名 決算日

　 セメダインオートモーティブ㈱ 12月31日

　 セメダイン販売㈱ 12月31日

　 セメダイン化工㈱ 12月31日

　 セメダインケミカル㈱ 12月31日

　 台湾施敏打硬股份有限公司 12月31日

　 思美定(上海)貿易有限公司 12月31日

　 CEMEDINE PHILIPPINES CORP. 12月31日

　 CEMEDINE AUTOMOTIVE NORTH AMERICA CO.,LTD. 12月31日

　 CEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD. 12月31日

　 思美定(寧波)汽車新材料有限公司 12月31日

連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。

但し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。

― 23 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2014年05月20日 05時12分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40 20131220_01）



　4. 会計処理基準に関する事項

　 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。

時価のないもの … 移動平均法による原価法を採用しております。

　 ② たな卸資産

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）を採用しております。

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、主として定率法を採用し、国外連結子会社は、主として定額

法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物及び構築物 ３～50年

　 機械装置及び運搬具 ４～８年

　 工具、器具及び備品 ２～20年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法を採用しております。

但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

　 (3) 重要な繰延資産の処理方法

　 ① 創立費

　 ５年による均等償却を行っております。

　 ② 開業費

　 ５年による均等償却を行っております。
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　 (4) 重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、一般債権については貸

倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。国外連結子会社は、債権内容により個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上しております。

　 ③ 厚生年金基金解散損失引当金

当社及び一部の国内連結子会社は、厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれる損失に備え

るため、解散時の損失等の当連結会計年度末における合理的な見積額を計上しておりま

す。

　 (5) 退職給付に係る会計処理の方法

　 ① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、期間定額基準によっております。

　 ② 会計基準変更時差異、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

会計基準変更時差異（5,415,110千円）については、15年による按分額を費用処理してお

ります。また、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（主として14年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度より費用処理しております。また、過去勤務費用については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生した連結会計年度より費用処理しております。

　 (6) のれんの償却に関する事項

のれんの償却は、５～10年間で均等償却しております。

　 (7) その他連結計算書類作成のための重要な事項

① 連結計算書類作成の基礎となった連結会社の計算書類の作成に当たって採用した重要な外貨

建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債については、在外子会社等

の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用についても在外子会社等の決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めて計上しております。

　 ② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。但し、資産に係る控除

対象外消費税及び地方消費税は個々の資産の取得価額に算入しております。
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　5.会計方針の変更に関する注記

　 退職給付に係る会計処理の方法

（1） 当該会計方針の変更の内容

退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に

変更し、会計基準変更時差異の未処理額、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費

用を退職給付に係る負債に計上いたしました。（当該会計基準第35項本文及び当該適用指

針第67項本文に掲げられた定めは除く。)

（2） 会計方針の変更理由（会計基準等の名称）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日改正）及び「退

職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日

改正）

（3） 連結計算書類の主な項目に対する影響額

当連結会計年度末のその他の包括利益累計額（退職給付に係る調整累計額）が251,003千

円減少しております。

（4） 遡及適用しなかった理由及び当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

当該会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従い、第34項の適用に伴うものを当連結会

計年度末から適用し、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額（退職給付に係る

調整累計額）に加減しております。
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Ⅲ. 連結貸借対照表に関する注記

　1. 有形固定資産の減価償却累計額 10,078,380千円

　2. 国庫補助金等による圧縮記帳額

建 物 及 び 構 築 物 60,728千円

機械装置及び運搬具 45,448千円

工具、器具及び備品 235千円

土 地 30,600千円

Ⅳ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

　1. 発行済株式に関する事項

当 連 結
会計年度期首

増 加 減 少
当 連 結
会計年度末

普通株式（千株) 15,167 - - 15,167

　2. 配当に関する事項

　 (1) 配当金支払金額

決 議 株式の種類
配 当 金 の
総額（千円)

１株当たりの
配当額（円)

基 準 日 効力発生日

平成25年６月19日
定 時 株 主 総 会

普通株式 58,535 4.00 平成25年３月31日 平成25年６月20日

平成25年11月1日
取 締 役 会

普通株式 58,651 4.00 平成25年９月30日 平成25年12月3日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配 当 金 の
総額（千円)

１株当たりの
配当額（円)

基 準 日 効力発生日

平成26年６月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 87,973 6.00 平成26年３月31日 平成26年６月20日

　3. 新株予約権等の目的となる株式の種類及び総数に関する事項

　 普通株式 288,000株

　

Ⅴ.金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

　 (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用につきましては短期的な預金等に限定しております。また、短期的

な運転資金の調達は銀行等金融機関からの借入により行っております。

　 (2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。投資有価証券は、取引先との取引関係の維持を目的として保有している株式であり、市

場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、一年以内の

支払期日であります。借入金は主として運転資金に必要な資金の調達を目的としております。

　 (3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社における受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る信用リスクは、信用管理規程に従

い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理する

とともに財務情報の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。なお、連結子会

社についても、当社の信用管理規程に準じて、同様の管理を行っております。また、投資有価

証券に係る市場リスクは、四半期毎に時価の把握を行っております。
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2. 金融商品の時価に関する事項

平成26年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のは、次表には含めておりません。（（注2）をご参照下さい。）

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
（※）

時価（※） 差額

（1）現金及び預金 3,972,778 3,972,778 -

（2）受取手形及び売掛金 7,372,263 7,372,263 -

（3）電子記録債権 339,755 339,755 -

（4）投資有価証券
その他有価証券 584,833 584,833

-

（5）支払手形及び買掛金 (6,966,500) (6,966,500) -

（6）短期借入金 (510,110) (510,110) -

（※）負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、並びに（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当期帳簿価額

によっております。

（4）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（5）支払手形及び買掛金、並びに（6）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当期帳簿価額

によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 （単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

関連会社株式 72,616

非上場株式 21,573

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「（4）

投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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Ⅵ. 賃貸等不動産に関する事項

　 1． 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都品川区において、賃貸用マンション（土地を含む）を有しております。

　 2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

　 （単位：千円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

959,896 2,050,000

（注1)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2)時価の算定方法

期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく金額であります。

Ⅶ. １株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 666円47銭

2. １株当たり当期純利益 52円89銭
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　貸借対照表
(平成26年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
千円 千円

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 負 債

支 払 手 形

買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

賞 与 引 当 金

厚生年金基金解散損失引当金

設備関係支払手形

そ の 他

固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

長 期 未 払 金

長 期 預 り 保 証 金

8,673,975

792,816

5,997,550

510,000

177,901

300,624

137,225

35,808

287,554

410,000

5,824

18,669

659,885

289,785

58,280

311,820

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

12,354,330

2,287,912

2,089,379

282,109

4,457,357

1,100,543

214,781

407,526

19,724

161,878

1,020,962

287,588

27,201

△2,634
固 定 資 産 6,018,208

有形固定資産 2,772,990

建 物 1,931,351 負 債 合 計 9,333,860

構 築 物 79,271 (純 資 産 の 部)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

資産圧縮積立金

別 途 積 立 金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

新 株 予 約 権

8,901,413

3,050,375

2,676,947

2,676,947

3,338,573

158,000

3,180,573

155,638

2,000,000

1,024,935

△164,482

54,603

54,603

82,661

機 械 及 び 装 置 204,132

車 両 運 搬 具 5,385

工具、器具及び備品 79,605

土 地 462,738

建 設 仮 勘 定 10,506

無形固定資産 88,296

借 地 権 57,779

ソ フ ト ウ エ ア 18,339

そ の 他 12,177

投資その他の資産 3,156,921

投 資 有 価 証 券 567,506

関 係 会 社 株 式 1,143,804

関 係 会 社 出 資 金 140,000

関係会社長期貸付金 1,110,000

繰 延 税 金 資 産 27,896
そ の 他 172,886

貸 倒 引 当 金 △5,172 純 資 産 合 計 9,038,678

資 産 合 計 18,372,539 負債及び純資産合計 18,372,539
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　損益計算書 （自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 21,436,723

売 上 原 価 16,015,802

売 上 総 利 益 5,420,920

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,719,497

営 業 利 益 701,422

営 業 外 収 益

受 取 利 息 14,641

受 取 配 当 金 149,899

そ の 他 54,420 218,961

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,632

支 払 補 償 費 35,851

売 上 割 引 80,689

そ の 他 14,954 136,128

経 常 利 益 784,255

特 別 利 益

　 投 資 有 価 証 券 売 却 益 7,479

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 2,063

税 引 前 当 期 純 利 益 789,671

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 215,403

法 人 税 等 調 整 額 18,182 233,586

当 期 純 利 益 556,085
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　株主資本等変動計算書 （自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金 その他利益剰余金

利益剰余金
合計

当 期 首 残 高 3,050,375 2,676,947 － 2,676,947 158,000 2,742,904 2,900,904

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △117,186 △117,186

当 期 純 利 益 － － － － － 556,085 556,085

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － △1,230 △1,230 － － －

自己株式の処分差損の振替 － － 1,230 1,230 － △1,230 △1,230

資産圧縮積立金の取崩 － － － － － － －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － － 437,669 437,669

当 期 末 残 高 3,050,375 2,676,947 － 2,676,947 158,000 3,180,573 3,338,573

株 主 資 本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △173,675 8,454,551 5,355 5,355 70,320 8,530,226

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △117,186 － － － △117,186

当 期 純 利 益 － 556,085 － － － 556,085

自 己 株 式 の 取 得 △251 △251 － － － △251

自 己 株 式 の 処 分 9,445 8,215 － － － 8,215

自己株式の処分差損の振替 － － － － － －

資産圧縮積立金の取崩 － － － － － －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

－ － 49,248 49,248 12,341 61,589

事業年度中の変動額合計 9,193 446,862 49,248 49,248 12,341 508,452

当 期 末 残 高 △164,482 8,901,413 54,603 54,603 82,661 9,038,678
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その他利益剰余金内訳

(単位：千円)

資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
その他利益
剰余金合計

当 期 首 残 高 167,080 2,000,000 575,823 2,742,904

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △117,186 △117,186

当 期 純 利 益 － － 556,085 556,085

自 己 株 式 の 取 得 － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － － －

自己株式の処分差損の振替 － － △1,230 △1,230

資産圧縮積立金の取崩 △11,442 － 11,442 －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

－ － － －

事業年度中の変動額合計 △11,442 － 449,112 437,669

当 期 末 残 高 155,638 2,000,000 1,024,935 3,180,573
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個別注記表

Ⅰ. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　

Ⅱ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

　1. 資産の評価基準及び評価方法

　 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 ① 子会社株式及び関連会社株式

　 移動平均法による原価法を採用しております。

　 ② その他有価証券

時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。

時価のないもの … 移動平均法による原価法を採用しております。

　 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法）を採用しております。

　2. 固定資産の減価償却の方法

　 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）並びに三重工場の建物附属設備、構築物、機械及び装置は定額法

を、その他は定率法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物及び構築物 ３～50年

　 機械装置及び運搬具 ４～８年

　 工具、器具及び備品 ２～20年

　 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法を採用しております。

但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

　 (3) 長期前払費用

　 定額法を採用しております。

　3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

　4. 引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

　 (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してお

ります。
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　 (3) 厚生年金基金解散損失引当金

厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれる損失に備えるため、解散時の損失等の当事業年度末

における合理的な見積額を計上しております。

　 (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

　 ① 退職給付見込額の期間帰属方法
　 退職給付の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法につい
　 ては、期間定額基準によっております。
　 ② 会計基準変更時差異、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

会計基準変更時差異（5,391,692千円)については、15年による按分額を費用処理しておりま
　 す。また、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間
　 以内の一定の年数(主として14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年
　 度より費用処理しております。また、過去勤務費用については、各事業年度の発生時の従業
　 員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ
　 発生した翌事業年度より費用処理しております。

　5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 (1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る会計基準変更時差異の未処理額、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務

費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっておりま

す。

　 (2) 消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。但し、資産に係る控除対

　 象外消費税及び地方消費税は個々の資産の取得原価に算入しております。

Ⅲ. 貸借対照表に関する注記

　1. 有形固定資産の減価償却累計額 7,632,363千円

　2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の額

短 期 金 銭 債 権 1,565,046千円

短 期 金 銭 債 務 782,063千円

　

Ⅳ. 損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

売 上 高 1,000,851千円

仕 入 高 2,714,470千円

委 託 加 工 費 364,231千円

営業取引以外の取引高 167,298千円
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Ⅴ. 株主資本等変動計算書に関する注記

　 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式（株) 533,241 587 29,000 504,828

　（変動事由の概要）

増加数の内訳は次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 587株

減少数の内訳は次のとおりであります。

　ストック・オプションの行使による減少 29,000株

Ⅵ. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　 流動資産に含まれる繰延税金資産

賞 与 引 当 金 99,551千円

厚 生 年 金 基 金 解 散 損 失 引 当 金 141,942千円

賞 与 引 当 金 に 係 る 社 会 保 険 料 15,669千円

そ の 他 30,426千円

合 計 287,588千円

　 固定資産に含まれる繰延税金資産

退 職 給 付 引 当 金 100,323千円

役員退職慰労金打切支給分長期未払金 20,176千円

ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン 費 用 28,617千円

そ の 他 30,682千円

小 計 179,800千円

評 価 性 引 当 額 △27,894千円

合 計 151,905千円

　 固定負債に含まれる繰延税金負債

資 産 圧 縮 積 立 金 82,413千円

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 41,596千円

合 計 124,009千円

　 固定資産に含まれる繰延税金資産の純額 27,896千円
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Ⅶ. 関連当事者との取引に関する注記

　 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

種 類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額 科 目 期末残高

子会社
セメダイ
ンケミカ
ル㈱

岡山県
加賀郡

40,000
接着剤の
製造販売

直 接
100.0％

製品の仕
入

製品等の
仕入

2,455,442 買掛金 631,644

材料等の
売 却

(2,023,049) 未収入金 912,433

利息の受
取

10,122 貸付金 800,000

注 1. 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

セメダインケミカル㈱に対する材料類の売却については、当社はセメダインケミカル㈱の指

示に基づき材料類を購入し、購入価額と同額で売却しております。取引金額の( )内は取

引の総額であり、計算書類上は購入額と売却額を相殺して表示しております。

Ⅷ. １株当たり情報に関する注記

　1. １株当たり純資産額 610円82銭

　2. １株当たり当期純利益 37円94銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成26年５月７日
セメダイン株式会社

　 取締役会 御中

東 邦 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 宮 直 樹 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 林 広 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、セメダイン株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及

び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す

る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

セメダイン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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　会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成26年５月７日
セメダイン株式会社

　 取締役会 御中

東 邦 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 宮 直 樹 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 林 広 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、セメダイン株式会社の平成25年４月１日から平成26

年３月31日までの第80期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明

細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ

スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び

その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及

びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示

を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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　監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第80期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役

が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報

告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、当期の監査方針、監査計画及び職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画及び職務の分担等に従い、取締役、監査

室その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会、経営会議その他重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され

ている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。なお、金融商品取引法等に定める財務報告に係る

内部統制については、取締役等及び東邦監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、子会社から

事業報告を受け、また必要に応じて往査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属

明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行

が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以

上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）

について検討いたしました。

2. 監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取

締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及び附属明細書の監査結果

　 会計監査人東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　 会計監査人東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成26年５月9日

セメダイン株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 高 津 正 治 ㊞

社 外 監 査 役 小 澤 徹 夫 ㊞

社 外 監 査 役 細 野 幸 男 ㊞

社 外 監 査 役 渡 辺 政 宏 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　

　第１号議案　剰余金の処分の件

　第80期の期末配当金につきましては、株主の皆様への安定的な配当を維持する

ことならびに将来の事業展開に備えた内部留保を確保することを総合的に勘案い

たしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

　なお、中間配当金として４円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金

は１株当たり10円となります。

１．期末配当に関する事項

　 ① 配当財産の種類

　 金銭といたします。

　 ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき普通配当４円に創業90周年記念配当２円を加えた金

６円といたしたいと存じます。

　 この場合の配当総額は、87,973,032円となります。

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成26年６月20日

２．剰余金の処分に関する事項

　 ① 増加する剰余金の項目およびその額

　 別途積立金 500,000,000円

　 ② 減少する剰余金の項目およびその額

　 繰越利益剰余金 500,000,000円

　

　第２号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め

て取締役６名の選任をお願いするものであります。

　 取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

１
荒
あら

　 井
い

　 進
すすむ

(昭和20年８月23日生)

昭和44年４月 三菱商事株式会社入社

33,000株

平成９年10月 当社入社
平成12年１月 セメダインヘンケル株式会社（現

セメダインオートモーティブ株式
会社）代表取締役副社長

平成14年４月 同社代表取締役社長
平成17年６月 当社取締役
平成18年４月 当社常務取締役管理本部長
平成20年６月 当社代表取締役社長（現任）

２
松
まつ

　 本
もと

　 有
ゆう

　 祐
すけ

(昭和22年４月22日生)

昭和45年４月 当社入社

48,000株

平成14年４月 当社ＨＩ事業部長
平成17年４月 当社管理部長（総務担当）
平成18年４月 当社人事総務部長
平成18年６月 当社取締役人事総務部長
平成20年６月 当社常務取締役管理本部長兼人事

総務部長
平成24年４月 当社常務取締役管理本部長
平成26年２月 当社常務取締役管理本部長兼購買

部長（現任）

３
岩
いわ

　 切
きり

　 浩
ひろし

(昭和28年９月２日生)

昭和55年４月 鐘淵化学工業株式会社（現 株式
会社カネカ）入社

7,000株

平成18年４月 同社研究開発本部エレクトロニク
スＲＤセンターエレクトロニクス
研究所長

平成18年11月 同社研究開発本部先端材料開発Ｒ
Ｄセンター先端材料開発研究所副
所長

平成22年12月 同社ＲＤ推進部上席幹部
平成24年４月 当社入社

当社技術本部長
平成24年６月 当社取締役技術本部長
平成25年４月 当社常務取締役技術本部長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

４
南
みなみ

　 靖
やす

　 英
ひで

(昭和30年12月２日生)

昭和54年４月 ヂーゼル機器株式会社（現 ボッ
シュ株式会社）入社

4,000株

平成11年７月 ゼクセル株式会社（現 ボッシュ
株式会社）空調事業部営業部門営
業企画部長

平成15年８月 ヘンケルジャパン株式会社入社
平成18年８月 セメダインヘンケル株式会社（現

セメダインオートモーティブ株式
会社）代表取締役社長

平成22年10月 当社入社
平成23年４月 当社執行役員経営戦略本部長
平成23年12月 セメダインオートモーティブ株式

会社代表取締役社長
平成24年４月 当社執行役員経営戦略本部長兼海

外部長
平成24年６月 当社取締役経営戦略本部長兼海外

部長
平成25年４月 当社取締役経営戦略本部長兼情報

統括室長（現任）

５

※

舘
たて

　 野
の

　 信
まこと

(昭和32年７月24日生)

昭和55年４月 当社入社

10,000株
平成24年４月 当社茨城工場長
平成26年４月 当社生産・物流本部長兼茨城工場

長（現任）

６

※

鈴
すず

　 木
き

　 禎
てい

　 爾
じ

(昭和39年７月27日生)

昭和62年４月 旭硝子株式会社入社

4,000株

平成19年８月 当社入社
平成20年７月 当社執行役員営業統括部副部長経

営企画室担当
平成22年１月 当社執行役員営業統括部長（海外

担当）
平成23年４月 当社執行役員営業統括本部第三事

業部長
平成26年４月 当社執行役員営業統括本部長（現

任）

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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　第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役 渡辺政宏氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて

監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監

査役会の同意を得ております。

　 監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所 有 す る
当社株式の数

渡
わた

　 辺
なべ

　 政
まさ

　 宏
ひろ

(昭和22年10月１日生)

昭和51年３月 公認会計士登録

3,000株

昭和61年11月 監査法人西方会計士事務所（現 有限
責任監査法人トーマツ）社員就任

平成５年７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査
法人トーマツ）代表社員就任

平成10年６月 当社監査役
平成19年６月 当社監査役退任
平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ退所
平成23年６月 当社監査役（現任）
平成25年３月 東海カーボン株式会社社外取締役（現

任）

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 渡辺政宏氏は、社外監査役の候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 社外監査役候補者の選任理由について
　 渡辺政宏氏は、公認会計士として財務会計に相当程度の知見を有し、当社において監査機

能を十分に発揮していただけることを期待し、社外監査役候補者として選任をお願いする
ものであります。

　 また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経
験を有することなどを総合的に勘案したためであります。

4. 渡辺政宏氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
5. 渡辺政宏氏が選任された場合は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結す

る予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であ
ります。
　なお、この責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務
の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとしております。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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大崎ニューシティ

連絡デッキ

交番 イーストタワーイーストタワー

目黒川

至大崎広小路

大
崎
駅

至
五
反
田

至
品
川

山手通り

東口

西口

新東口

新西口

南改札口

ウエストタワーウエストタワー

《会場ご案内図》

東京都品川区大崎一丁目１１番１号

ゲ ー ト シ テ ィ ホ ー ル
（ゲートシティ大崎ウエストタワー地下１階）

電 話 (03) 5496-5311

　

◎ＪＲ山手線、ＪＲ湘南新宿ライン、ＪＲ埼京線、りんかい線「大崎駅」下車
　南改札口より新東口へ進み徒歩５分
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